
 

1 
 

 
 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です 
～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～ 

 

厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシ

ンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」

に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解

を深めるため、毎年 11 月に実施しています。 

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、福岡労働局においては「過労死等防止対策推進

シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の抑制や賃

金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談をフ

リーダイヤルで受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。 

「過労死等」とは･･･業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、も

しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死

亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 

 

【過労死等防止啓発月間の取組概要】 

１ 国民の皆様への周知・啓発 

⑴「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催（※資料１参照） 

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に向け、過労

死等とその防止について考えるシンポジウムを開催します。（無料でどなたでも参加で

きます。） 

【日時】11 月４日（金） 15:00～17:30（受付 14:00～） 

【場所】オリエンタルホテル福岡 ヤマカサ（福岡市博多区博多駅中央街 4-23） 

【専用ホームページ】https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo 

［参加申込方法］事前に上記ホームページからお申込みください。 

 

⑵ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施 

  国民一人ひとりが自身に関わることとして、過労死等とその防止に対する関心 

と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、

ホームページ掲載など周知・啓発を行います。 

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

令和４年 10 月 28 日発表 

【照会先】 

労働基準部 監督課 

  監 督 課 長 小河 征午 (内線 4310) 

  過重労働特別監督監理官 坂田 憲一郎(内線 4311) 

(代表電話)092 (411) 4862 

(直通電話)092 (411) 4521 

 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo
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２ 過重労働解消キャンペーン（11 月）の実施事項 

過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の抑制や賃金不払残業の

解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、全国一斉の無料電話相談「過重労

働解消相談ダイヤル」などを行います。 

[過重労働解消キャンペーン特設ページ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html 

 

【福岡労働局及び労働基準監督署で実施する事項】 
 
１ 重点監督を実施します 

  長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行いま 

す。 

 

２ 過重労働相談受付集中週間の設置 

11 月１日（火）から 11 月５日（土）（11 月３日（木）を除く。）を過重労働相談受付集

中週間とし、福岡労働局・各労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準

関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。 

 

３ 特別労働相談（「過重労働相談ダイヤル」等）の実施（※別途、広報文参照） 

  11 月５日（土）に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。 

(1)過重労働解消相談ダイヤル 

【電話番号】０１２０－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

（フリーダイヤル） 

令和４年 11 月５日（土）９：00～17：00 

※労働基準監督官が相談に対応します。 

 

(2)労働条件相談ほっとライン【委託事業】 

   【電話番号】０１２０－８
は

１
い

１
！

－６１０
ろ う ど う

（フリーダイヤル） 

         令和４年 11 月５日（土）９：00～21：00 

 

 

４ ベストプラクティス企業への職場訪問（※別途、広報文参照） 

福岡労働局長が長時間労働抑制に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクテ

ィス企業」を訪問し、その取組事例をホームページで紹介します。 

 

５ 「過重労働解消のためのセミナー」の開催（※資料２参照） 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、事業主、企業の 

労務担当者を対象に、10 月から 12 月を中心に、会場又はオンラインにより「過重労働解 

消のためのセミナー」(委託事業)を開催します(無料でどなたでも参加できます。)。 

【専用ホームページ】https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com


過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い実施いたします。今後の感染状況により、参加者数を制限するなど、規模を縮小して実施する場合があります。
参加には、事前申込みが必要です。感染症拡大の状況により、開催方法が変更になる場合がございます。最新の情報はホームページにてご確認ください。

毎年11月は
「過労死等防止啓発月間」です。

過労死等
防止対策推進
シンポジウム
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって
多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ

参加
無料
事前申込

スマートフォンで
二次元バーコードを
読み込んで下さい。

2022年
11月4日（金） オリエンタルホテル福岡

ヤマカサ
（福岡市博多区博多駅中央街4-23）

主催：厚生労働省
後援：福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、福岡県弁護士会、福岡県司法書士会、福岡県社会保険労務士会、
 一般社団法人福岡県精神保健福祉士協会、福岡市職員労働組合、福岡県高等学校教職員組合（順不同）
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議

日時 会場

福岡 場会

15：00～17：30（受付14：30～）

ogawasi
スタンプ



「個人情報の取扱いについて」・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じた場合に、保健所への
情報提供に限り使用します。 ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に
従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 03-6264-6445
●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

●FAX：●TEL：
●E-mail：

5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク 電   話：　　0570-070-072 
 E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●Webからの申し込み：
スマートフォンで二次元バーコードを
読み込んで下さい。

▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みをお願いします。
　尚、定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
▶申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。

参加申込について

会場のご案内

福 岡 会場
［主催者挨拶］ 福岡労働局 労働基準部 監督課
［基調講演］ 

 「過労死認定を職場改善へつなげるために」
  梶原 恒夫 氏 （福岡第一法律事務所）

［過労死遺族による体験談発表］
  寺西 笑子 氏 （全国過労死を考える家族の会 代表）

［パネルディスカッション］
 「ディーセント･ワーク（働きがいのある人間らしい労働）をめざして」
  進　行 八木 大和 氏 （よつば法律事務所） 
  パネラー 梶原 恒夫 氏・寺西 笑子 氏 
  渡邉    宏 氏 （働くもののいのちと健康を守る福岡地区連絡会）
  志水 輝美 氏 （連合福岡ユニオン）

梶原 恒夫 氏
福岡第一法律事務所

1989年弁護士登録以来33年余り、
福岡第一法律事務所に所属して弁護士として活動。

現在、日本労働弁護団副会長、九州労働弁護団会長、
過労死弁護団全国連絡会議幹事。

専門分野は、労働者側の労働事件、過労死・過労自殺などの労災事件。
福岡過労死家族の会にも所属。

寺西 笑子 氏
全国過労死を考える家族の会 代表
京都市在住
1996年2月 夫、過労自死
1997年 過労死家族の会活動に参加
2001年 京都下監督署にて労災認定
2005年 京都地裁にて勝訴
2006年 大阪高裁にて和解
2008年から 全国過労死を考える家族の会代表世話人
2014年から 過労死等防止対策推進全国センター共同代表
 厚生労働省過労死等防止対策推進協議会委員

オリエンタルホテル福岡 ヤマカサ
（福岡市博多区博多駅中央街4-23）
・JR博多駅（筑紫口）より徒歩1分
・地下鉄博多駅（筑紫口東4番出口）より直結

・九州自動車道 
 [福岡I.C]→福岡都市高速博多駅東（約5分）
 [大宰府I.C]→福岡都市高速半道橋（約10分）

KITTE博多

大博通り
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